
別紙１ 

東郷町総合体育館等の指定管理者の候補者の審査結果について 

 

施設の名称 東郷町総合体育館等 

所在地 東郷町大字春木字北反田３５番地 

指定期間 令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

募集の区分 公募 

公募・選定の経過 

募集要項配布：令和４年７月４日（月）から７月１５日（金）まで 

募集説明会： 令和４年７月１９日（火） 

質問書受付： 令和４年７月２８日（木）から８月３日（水）まで 

申請書受付： 令和４年８月１５日（月）から８月２６日（金）まで 

指定管理者候補者選定委員会（第１次審査）：― 

（※申請団体が３団体を超えた場合に限り実施） 

指定管理者候補者選定委員会（第２次審査）：令和４年１０月４日（火） 

応募状況 
（募集説明会参加団体：２団体） 

申請団体：１団体 東郷町施設サービス株式会社 

指定管理者 

候補者 

東郷町施設サービス株式会社 

代表取締役 近藤 賢治 

住所 東郷町大字春木字北反田３５ 

選定結果 

及び 

選定理由 

別紙 のとおり 

指定管理者候補者 

選定委員会委員 

委員長  加藤 久登（東郷町企画部長） 

副委員長 木本 清彦（東郷町総務部長） 

委 員  阪野 誠  （東郷町参事） 

委 員  近藤 克也（東郷町福祉部長） 

委 員  石川 正人（東郷町こども健康部長） 

委 員  尾上 登母（スポーツ指導者代表） 

委 員  福井 愛弓（幼児教育関係者） 

所管課 

（問合せ先） 

東郷町役場教育部生涯学習課 

電 話：０５６１－７６－００３０（直通） 

メール：tgo-shogai@town.aichi-togo.lg.jp 

 

  



別紙２ 

審査集計表 

 

審査項目 

配  点 

上段：選定委員５人の配点合計 

下段カッコ内：各審査項目の配点 

東郷町施設サービス 

株式会社 

１ 
施設の管理運営に対する

理念、基本方針について 

１２５ 

（２５） 

９０ 

（７２％） 

２ 
施設の設置目的の達成に

向けた取組について 

１２５ 

（２５） 

８４ 

（６７％） 

３ 
利用者の満足向上につい

て 

５０ 

（１０） 

３２ 

（６４％） 

４ 
指定管理業務に係る費用

について ※１ 

１２５ 

（２５） 

７８ 

（６２％） 

５ 
管理運営体制などについ

て 

１００ 

（２０） 

６９ 

（６９％） 

６ 
安全対策、危機管理体制に

ついて 

７５ 

（１５） 

５０ 

（６６％） 

７ 地域貢献について 
５０ 

（１０） 

３７ 

（７４％） 

８ 
管理運営実績・経験につい

て 

５０ 

（１０） 

３７ 

（７４％） 

９ 

スポーツ推進計画の基本

理念の実現に関する事項

について 

５０ 

（１０） 

３８ 

（７６％） 

合計 
７５０ 

（１５０） 
５１５ 

                            下段( )内は選定基準⑵ 

〔選定基準〕 

⑴ 全ての団体の中で最も高い合計点数を獲得したもの 

⑵ 各選定委員が審査する審査内容ごとの評点の最高点及び最低点を除き、評点を合計（ただし、

同一の評価項目において、最高点又は最低点が複数あったときは、それぞれいずれか１つの点

数を除いて合計）するものとし、その評点の審査項目ごとの合計点数が６割以上であること。 

 ※1 審査項目中の価格点の評点は２点 

 

 

 



 

〔選定理由〕 

候補者は、全ての項目において選定基準を満たしています。 

町の施設運営に対する基本的な考えを理解し、子どもから高齢者までが気軽に集いスポーツを楽

しむ場として、気持ちよく、使いやすい施設を提供することが十分に期待できます。 

町内在住者及び高齢者の雇用促進、町内の各団体との連携及び地域活動へ参加など地域貢献への

取り組みが期待できます。 

総合体育館等の施設の特性を活かした自主事業の実施や提案がされており、施設のより効率的な

活用と利用促進が期待できます。 

町スポーツ推進計画の基本的な考え方を理解しており、課題である働き盛り世代や子育て世代の運動

促進に資する取組を検討する等、町民のスポーツ促進に資する取組が十分に期待できる。 

本町での指定管理者の実績も十分あり、先に審議を行った現在の指定管理者としての評価におい

ても、適正な運営管理が行なわれていると評価されたことは高く評価でき、町民ニーズを的確に把

握し、安全に集える場を維持してきたノウハウと実績を最大限生かし、引き続き指定管理者として

当該施設の管理運営を行うことに対し、大いに期待できます。 

 

 


